
関係法令  

健康増進法（抄）  

（平成十四年八月二日法律第百三号）  

第二節 受動喫煙の防止  

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲   

食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙  

（室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。）を防止するため   

に必要な措置を講ずるように努めなければならない。   

労働安全衛生法（抄）  

（昭和四十七年六月八日法律第五十七号）  

第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。  

一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害  

二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害  

三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害  

四 排気、排液又は残さい物による健康障害  

第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の   

保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、   

風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。  

（事業者の講ずる措置）  

第七十一条の二 幸業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的   

かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。  

一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置  

二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置  

三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備  

四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置  

（快適な職場環境の形成のための指針の公表等）  

第七十一条の三 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置   

に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。  

2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことがで   

きる。  
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参考資料2  

○事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針  

（平成四年七月一日）  

（労働省告示第五十九号）   

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第七十一条の三第一項の規定に基づき、事業  

者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針を次のとおり定めたので、同項  

の規定に基づき公表する。  

事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針   

近年の技術革新の目覚ましい進展は、職場環境を大きく変えつつあり、また、経済のソフト  

化、サービス化や企業活動の国際化の進展等は、個々の労働者に就業態様の変化や就業地域の  

拡大等をもたらしている。最近、こうした職場をめぐる環境の変化の中で、新たに労働者の就  

業に伴う疲労やストレスの問題が生じている。   

また、経済的豊かさが実現する中で、国民の意識は物質的な豊かさから心の豊かさに比重を  

移してきており、このため、労働面においても、労働時間の短縮を求めるとともに、健康に対  

する関心の高まりから、心身に負担の大きい作業についてはその軽減を求める等職場における  

働きやすさが重視されるようになってきている。   

さらに、我が国の就業構造を見ると、労働力人口の高齢化に伴い事業場における中高年齢者  

の割合が高まるとともに、多様な就業分野への女性の職場進出により女性労働者比率の高まり  

が見られる。このため、このような就業構造の変化に対応し、作業方法等の改善された職場環  

境の形成を図る必要が生じている。   

このような変化の中で、労働者が、その生活時間の多くを過ごす職場について、疲労やスト  

レスを感じることが少ない快適な職場環境を形成していくことが、極めて重要となっている。  

なお、快適な職場環境の形成を図ることは、労働者の有する能力の有効な発揮や、職場の活性  

化にも資するものと考えられる。   

この指針は、以上のような考え方に立脚して、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のた  

めの措置に関し、快適な職場環境の形成についての目標に関する事項、快適な職場環境の形成  

の適切かつ有効な実施を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項及び当該措置  

の実施に関し考慮すべき事項を定め、事業者の自主的な取組を促進し、もって快適な職場環境  

の形成に資することを目的とするものである。  

（平9労告104・一部改正）  

第1 快適な職場環境の形成についての目標に関する事項  

快適な職場環境の形成は、次に示すところにより図られることが望まれる。  

1 作業環境の管理  

空気環境、温熱条件等の作業環境が空気の汚れ、暑さ・寒さや不十分な照度等により不適切   

な状態にある場合には、労働者の疲労やストレスを高めることから、空気環境について浮遊粉   

じんや臭気等の労働者が不快に感じる因子が適切に管理されたものとするとともに、温度、照   

度等が作業に従事する労働者に適した状態に維持管理されるようにすること。  
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2 作業方法の改善  

労働者の従事する作業は、その心身に何らかの負担を伴うものであるが、不自然な姿勢での   

作業や大きな筋力を必要とする作業等については、労働者の心身の負担が大きいことから、こ   

のような作業については、労働者の心身の負担が軽減されるよう作業方法の改善を図ること。  

3 労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備  

労働により生ずる心身の疲労については、できるだけ速やかにその回復を図る必要がある。   

このため、休憩室等の心身の疲労の回復を図るための施設の設置・整備を図ること。  

4 その他の施設・設備の維持管理  

洗面所、トイレ等の労働者の職場生活において必要となる施設・設備については、清潔で使   

いやすい状態となるよう維持管理されていること。  

第2 快適な職場環境の形成を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項  

快適な職場環境の形成を図るために、事業者が講ずべき措置は、次に示すとおりである。  

1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置  

（1）空気環境  

屋内作業場では、空気環境における浮遊粉じんや臭気等について、労働者が不快と感ずるこ   

とのないよう維持管理されるよう必要な措置を講ずることとし、必要に応じ作業場内における   

喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。また、浮遊粉じんや臭気等が常態的に発生し   

ている屋外作業場では、これらの発散を抑制するために必要な措置を講ずることが望ましいこ   

と‥  

（2）温熱条件  

屋内作業場においては、作業の態様、季節等に応じて温度、湿度等の温熱条件を適切な状態   

に保つこと。また、屋外作業場については、夏季及び冬季における外気温等の影響を緩和する   

ための措置を講ずることが望ましいこと。  

（3）視環境  

作業に適した照度を確保するとともに、視野内に過度な輝度対比や不快なグレアが生じない   

ように必要な措置を講ずること。また、屋内作業場については、採光、色彩環境、光源の性質   

などにも配慮した措置を講ずることが望ましいこと。  

（4）音環境  

事務所については、外部からの騒音を有効に遮蔽する措置を講ずるとともに、事務所内の   

OA機器等について低騒音機器の採用等により、低騒音化を図ること。また、事務所を除く屋   

内作業場についても、作業場内の騒音源となる機械設備について遮音材で覆うこと等により騒   

音の抑制を図ること。  

（5） 作業空間等  

作業空間や通路等の適切な確保を図ること。  

2 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置  

（1）腰部、頸部等身体の一部又は全身に常態的に大きな負担のかかる不自然な姿勢での作業に   

ついては、機械設備の改善等により作業方法の改善を図ること。  
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（2）荷物の持ち運び等を常態的に行う作業や機械設備の取扱・操作等の作業で相当の筋力を要   

するものについては、助力装置の導入等により負担の軽減を図ること。  

（3）高温、多湿や騒音等の場所における作業については、防熟や遮音壁の設置、操作の遠隔化   

等により負担の軽減を図ること。  

（4）高い緊張状態の持続が要求される作業や一定の姿勢を長時間持続することを求められる   

作業等については、緊張を緩和するための機器の導入等により、負担の軽減を図ること。  

（5）日常用いる機械設備、事務機器や什器等については、識別しやすい文字により適切な表示   

を行うとともに、作業動作の特性に適合した操作が行える等作業をしやすい配慮がなされてい   

ること。  

3 作業に従事することによる労働者の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備  

（1）疲労やストレスを効果的に癒すことができるように、臥床できる設備を備え圭休憩室等を   

確保すること。  

（2）多量の発汗や身体の汚れを伴う作業がある場合には、シャワー室等の洗身施設を整備する   

とともに、常時これを清潔にし、使いやすくしておくこと。  

（3）職場における疲労やストレス等に関し、相談に応ずることができるよう相談室等を確保す   

ること。  

（4）職場内に労働者向けの運動施設を設置するとともに、敷地内に緑地を設ける等の環境整備   

を行うことが望ましいこと。  

4 その他の快適な職場環境を形成するため必要な措置  

（1）洗面所、更衣室等の労働者の就業に際し必要となる設備を常時清潔で使いやすくしておく   

こと。  

（2）食堂等の食事をすることのできるスペースを確保し、これを清潔に管理しておくこと。  

（3）労働者の利便に供するよう給湯設備や談話室等を確保することが望ましいこと。  

第3 快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項  

快適な職場環境の形成のために事業者が必要な措置を講ずるに当たり、次の事項を十分考慮   

して行うことが望まれる。  

1 継続的かつ計画的な取組  

快適な職場環境を形成し、適切に維持管理するためには、必要な施設・設備を整備する等の   

措置を講ずることだけでは足りず、その後においても継続的かつ計画的な取組が不可欠である。   

このため、こうした取組を日常推進する担当者を選任する等その推進体制の整備を図るととも   

に、快適な職場環境の形成を図るための設備等について、その機能を常々有効に発揮させるた   

め、その性能や機能の確保等に関するマニュアルを作成する等の措置を講ずること。また、職   

場における作業内容や労働者の年齢構成の変化、さらには快適な職場環境に係る技術の進展等   

にも留意して、事業場の職場環境を常時見直し、これに応じて必要な措置を講ずること。  

2 労働者の意見の反映  

P5   



職場環境の影響を最も受けるのは、その職場で働く労働者であることにかんがみ、快適な職   

場環境の形成のための措置の実施に関し、例えば安全衛生委員会を活用する等により、その職   

場で働く労働者の意見ができるだけ反映されるよう必要な措置を講ずること。  

3 個人差への配慮  

労働者が作業をするに当たっての温度、照明等の職場の環境条件についての感じ方や作業か   

ら受ける心身の負担についての感じ方等には、その労働者の年齢等による差を始めとして個人   

差があることから、そのような個人差を考慮して必要な措置を講ずること。  

4 潤いへの配慮  

職場は、仕事の場として効率性や機能性が求められることは言うまでもないが、同時に、労   

働者が一定の時間を過ごしてそこで働くものであることから、生活の場としての潤いを持たせ、   

緊張をほぐすよう配慮すること。   

附 則（平成九年九月二五日労働省告示第一○四号）抄  

この告示は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法   

律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成九年十月一日）から適   

用する。  
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参考資料3  

平成15年5月9日  

職場における喫煙対策のためのガイドライン  

1 基本的考え方  

喫煙による健康への影響に関する社会的関心が高まる中で、自らの意思とは関   

係なく、環境中のたばこの煙を吸入すること（以下「受動喫煙」という。）によ   

る非喫煙者の健康への影響が報告され、また、非喫煙者に対して不快感、ストレ   

ス等も与えていることが指摘されており、職場における労働者の健康の確保や快   

適な職場環境の形成の促進の観点から、受動喫煙を防止するための労働衛生上の   

対策が一層求められている。   

職場における喫煙対策を実効あるものとするためには、事業者が労働衛生管理   

の一環として組織的に取り組む必要があることから、その進め方について衛生委   

員会等で検討し、喫煙対策のための施設、設備等を整備するとともに、喫煙者等   

が守るべき行動基準（以下「喫煙行動基準」という。）を定め、全員の参加の下   

で喫煙対策を確実に推進する必要がある。  

本ガイドラインは、事業場において関係者が講ずべき原則的な措置を示したも   

のであり、事業者は、本ガイドラインに沿いつつ、事業場の実態に即して職場に   

おける喫煙対策に積極的に取り組むことが望ましい。  

なお、適切な喫煙対策の方法としては、事業場全体を常に禁煙とする方法（全   

面禁煙）及び一定の要件を満たす喫煙室又は喫煙コーナー（以下「喫煙室等」と   

いう。）でのみ喫煙を認めそれ以外の場所を禁煙とすることにより受動喫煙を防   

止する方法（空間分煙）があるが、本ガイドラインは空間分煙を中心に対策を講   

ずる場合を想定したものである。  

2 経営首脳者、管理者及び労働者の果たすべき役割  

職場における喫煙対策は組織の中で実施すべきものであることから、喫煙対策   

についての経営首脳である者（以下「経営首脳者」という。）、管理職にある者   

（以下「管理者」という。）及び労働者が協力して取り組むことが重要であり、   

それぞれ次の役割を果たすよう努めること。  

（1）経営首脳者  

経営首脳者の基本方針と姿勢は、職場における喫煙対策の成否に大きな影響  

を与える。このため、経営首脳者は、喫煙対策に強い関心をもって、適切な喫  

煙対策が労働者の健康の確保と快適な職場環境の形成を進めるために重要であ  

ることを、機会のあるごとに全員に周知するとともに、対策の円滑な推進のた  

めに率先して行動すること。  

また、経営首脳者は、衛生委員会等の場を通じて、労働者の喫煙対策につい  

ての意見を十分に把握すること。  

（2）管理者  

管理者の喫煙対策に関する考え方がその職場の喫煙対策の推進に大きな影響  
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を与えることから、管理者は経営首脳者の基本方針の下に対策の円滑な推進の  

ために積極的に取り組むこと。  

また、管理者は、喫煙行動基準に従っていない者に対しては適切な指導を行  

うこと。  

（3）労働者  

喫煙対策は、職場の労働者自らが推進することが特に重要であることから、   

労働者は、喫煙対策について衛生委員会等の代表者を通じる等により、積極的  

に意見を述べるようにすること。  

また、労働組合は、経営首脳者に対する喫煙対策の推進の働きかけ、労働者   

の喫煙に関する要望等の集約、労働者に対する分煙や健康管理等に関する喫煙   

教育への参加勧奨等を行うことにより、事業者が行う喫煙対策が円滑に推進さ  

れるよう支援することが望ましいこと。  

3 喫煙対策の推進計画  

喫煙対策を推進するに当たっては、職場における喫煙の実態、職場の空気環境   

の測定結果、喫煙に関する労働者の意見等の把握により、喫煙についての現状と   

その問題点を明確にするとともに、その間題点を解決する具体的な方法等につい   

て、当面の計画及び中長期的な計画を策定すること。  

なお、これらの計画については、経営首脳者の指導の下に、労働者の積極的な   

協力を得て衛生委員会等で十分に検討し、確実に実施できるものとすること。  

4 喫煙対策の推進体制  

喫煙問題を喫煙者と非喫煙者の個人間の問題として、当事者にその解決を委ね   

ることは、喫煙者と非喫煙者の人間関係の悪化を招くなど、問題の解決を困難に   

する可能性がある。  

このような事態が生ずることを避け、喫煙対策を効果的に進めるには、事業者   

の責任の下に労働衛生管理の一環として、次のとおり喫煙対策の推進体制を整備   

すること。  

（1）喫煙対策委員会  

喫煙対策を円滑に実施するため、衛生委員会等の下に衛生担当者、喫煙者、  

非喫煙者の代表者等で構成する「喫煙対策委員会」を設置し、喫煙対策を推進  

するための合意形成を行う方法を検討するとともに、喫煙対策の具体的な進め  

方、喫煙行動基準等を検討し、衛生委員会等に報告すること。  

（2）喫煙対策の担当部課等  

事業者は、喫煙対策の担当部課やその担当者を定め、喫煙対策委員会の運営、  

喫煙対策に関する相談、苦情処理等を行わせるとともに、各職場における喫煙  

対策の推進状況を定期的に把握し、問題がある職場について改善のための指導  

を行わせるなど、喫煙対策全般についての事務を所掌させること。  
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5 施設・設備  

施設・ 設備面の対策として、喫煙室等の設置等を行うこと。   

設置に当たっては、可能な限り、喫煙室を設置することとし、喫煙室の設置が   

困難である場合には、喫煙コーナーを設置すること。  

事業場における建築物の新設や増改築の場合は設計段階から空間分煙を前提と   

した喫煙室等の設置を計画し、既存の建築物については創意工夫によって喫煙室   

等の設置を図ること。この場合、喫煙室等は、喫煙者の利用しやすさを考慮して、   

就業する場所の近くに設けることが望ましいこと。  

喫煙室等には、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙   

対策機器を設置し、これを適切に稼働させるとともに、その点検等を行い、適切   

に維持管理すること。  

やむを得ない措置として、たばこの煙を除去して屋内に排気する方式である空   

気清浄装置を設置する場合には、これを適切に稼働させ、その点検等を行い、適   

切に維持管理するとともに、喫煙室等の換気に特段の配慮を行うこと。  

なお、たばこのにおいについての対策についても配慮することが望ましいこと。  

6 職場の空気環境  

たばこの煙が職場の空気環境に及ぼしている影響を把握するため、事務所衛生   

基準規則（昭和4 7年労働省令第4 3号）に準じて、職場の空気環境の測定を行   

い、浮遊粉じんの濃度を0．15mg／m3以下及び一酸化炭素の膿度を10ppm以下とする   

ように必要な措置を講じること。また、喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙   

やにおいの漏れを防止するため、非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室   

等へ向かう気流の風速を0．2m／s以上とするように必要な措置を講じること。  

なお、測定方法等については、別紙「職場の空気環境の測定方法等」を参考と   

すること。  

7 喫煙に関する教育等  

事業者は、管理者や労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、喫煙対策   

の内容、喫煙行動基準等に関する教育や相談を行い、喫煙対策に対する意識の高   

揚を図ること。  

また、事業者は、喫煙者に対して、適切な吸い殻処分の指導や、定期健康診断   

等の機会に喫煙による健康への影響等に関して医師、保健師等による個別の相談、   

助言及び指導が行われるようにすることが望ましいこと。  

8 喫煙対策の評価  

喫煙対策の担当部課等が定期的に喫煙対策の推進状況及び効果を評価すること。  

なお、喫煙対策の評価については、その結果を経営首脳者や衛生委員会等に報   

告し、必要に応じて喫煙対策の改善のための提言を行うことが望ましいこと。  
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9 その他喫煙対策を進める上での留意事項  

（1）喫煙者と非喫煙者の相互理解  

喫煙対策を円滑に推進するためには、喫煙者と非喫煙者の双方が相互の立場  

を十分に理解することが必要であること。  

喫煙者は、非喫煙者の受動喫煙の防止に十分な配慮をする一方、非喫煙者は、  

喫煙者が喫煙室等で喫煙することに対して理解することが望まれること。  

（2）妊婦等への配慮  

妊婦及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者については、受動喫煙による  

健康への影響を一層受けやすい懸念があることから、空間分煙の徹底を行う等  

により、これらの者への受動喫煙を防止するため格別の配慮を行うこと。  

（3）喫煙対策の周知  

喫煙対策の周知を図るため、ポスターの掲示、パンフレットの配布、禁煙場  

所の表示等を行うこと。また、これらにより外来者に対しても喫煙対策への理  

解と協力を求めること。  

（4）情報の提供等  

喫煙対策の担当部課等は、各職場における喫煙対策の推進状況、他の事業場  

の喫煙対策の事例、喫煙と職場の空気環境に関する資料、受動喫煙による健康  

への影響に関する調査研究等の情報を収集し、これらの情報を衛生委員会等に  

適宜提供すること。  

また、効果のあった職場における喫煙対策の事例等の情報は、積極的に外部  

に公表することが望ましいこと。  
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別紙  

職場の空気環境の測定方法等  

1 測定の目的  

喫煙対策を実偏する前の職場の空気環境の把握並びに喫煙対策の効果の把握及   

び維持管理を目的として、職場の空気環境中の浮遊粉じんの濃度、一酸化炭素の   

濃度及び非喫煙場所から喫煙室等への気流の風速の測定を行う。  

2 測定の種類等  

測定には、喫煙対策の実施前に行うもの、喫煙対策の実施後に行うもの及び喫   

煙対策の効果を維持管理するために行うものがある。  

（1）喫煙対策の実施前に行う測定  

喫煙対策の実施前に行う測定は、喫煙が行われている室等を対象として通常  

の勤務状態の目について1日以上実施すること。  

なお、当該室において喫煙者数の増減がある場合には、喫煙者数が多い目と  

少ない目について、それぞれ1日以上実施すること。  

（2）喫煙対策の実施後に行う測定  

喫煙対策の実施後に、その効果を確認するために行う測定は、喫煙対策実施  

後において、非喫煙場所及び喫煙室等の内部並びに非喫煙場所と喫煙室等との  

境界を対象として、また、気流の風速の測定は、非喫煙場所と喫煙室等との境  

界を対象として、通常の勤務状態の目について1日以上実施すること。  

また、喫煙対策実施後に喫煙対策機器等を変更した場合についても同様に実  

施すること。  

（3）喫煙対策の効果を維持管理するために行う測定  

喫煙対策の効果を維持管理するための測定は、非喫煙場所及び喫煙室等の内  

部並びに非喫煙場所と喫煙室等との境界を対象として、また、気流の風速の測  

定は、非喫煙場所と喫煙室等との境界を対象として、四季による室内の温度の  

変化の影響等を考慮して3月以内ごとに1日以上、定期的に測定日を設けて実  

施すること。また、労働者等から特に測定の希望のあった場合には、上記（2）  

に準じて実施すること。  

なお、測定の結果が良好な状態で1年以上継続した場合は、衛生委員会等に  

より検討を行い、適宜、測定実施頻度を減らし、又は非喫煙場所の測定を省略  

することができること。  

3 テ則定回数  

事務室については、その通常の勤務時間中において、一定の時間の間隔ごとに、  

1日3回以上測定を行うこと。この場合、始業後おおむね1時間、終業前おおむ   

ね1時間及びその中間の時点（勤務時間中）に突崩することが望ましいこと。  

また、経時的な変化等を把握するためには、測定回数を多くすることが望まし   

いこと。  
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なお、喫煙室等及び事務室以外の非喫煙場所については、その室等の使用中に  

1回以上測定を行うこと。  

4 測定点  

測定点は、原則として室内の床上約1．2mから約1．5mまでの問の一定した高さ   

において、室等における事務機器等の設置状況、空気調和設備の方式、床面積等   

の状況に応じて設定すること。また、測定点は、1室について5点以上設定する   

こととするが、喫煙室については、この限りでないこと。  

非喫煙場所から喫煙室等への気流の風速の測定点は、非喫煙場所と喫煙室等の   

主たる開口面について、上部、中央部、下部の3点を設定すること。  

なお、たばこの煙が滞留している箇所又は労働者等から特に測定の希望があっ   

た箇所については、上記とは別に測定点を設定すること。  

5 評価等  

各測定点における各測定回ごとの測定値によって、経時的な変化等を把握し、   

浮遊粉じんの濃度を0・15mg／m3以下、一酸化炭素濃度を10ppm以下及び非喫煙場   

所から喫煙室等に向かう気流の風速を0．2m／s以上とするように職場の管理を行う   

こと。  

なお、測定結果は別添の記録用紙を参考として記録し、3年間保存すること。  

6 測定機器  

浮遊粉じんの濃度の測定については較正された相対濃度計又は分光ろ紙じん挨   

計を、一酸化炭素の濃度については検知菅又はこれと同等以上の性能を有する機 一   

器を、また、風速については一般用風速計を用いて測定すること。なお、浮遊粉   

じんの濃度の測定に相対濃度計を用いる場合は、1回の測定につき、1分間隔で   

連続10分間以上測定することとし、質量濃度変換係数を用いて濃度に換算するこ   

と。  
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（別添）  

職場における分煙効果判定のための記録用紙   

1．測定実施者  

2．測定の目的（○印）   

（1）喫煙対策前の測定   

（2）喫煙対策実施後に効果を把握するための測定   

（3）喫煙対策の効果を維持管理するための測定  

3．測定の実施日等  

実施日   喫煙状況   測定点の高さ  

浮遊粉じん  C m  

CO  Cm   

測定場所  上   C m  

風  

中   C m  

速  

下   C m   

4．喫煙室等の概略図（主要な設備、測定機器の配置）  

※図中に、測定点、各測定点に関する特記事項、窓の開閉状況を記し、排気装置による空   

気の流れを矢印で示すこと。やむを得ず、空気清浄装置を使用している場合は、当該装   

置の排気の方向を矢印で示すこと。  
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5．喫煙許容人数（定員） （   

測定時の喫煙人数 （最高  

人）  

人） 測定時間中の喫煙本数 （  本）  

6．喫煙室等の広さ（床面積：  d  天井までの高さ：   m）  

7．喫煙対策機器等の稼働状況  

（1）喫煙対策機器の稼働状況   

①排気装置を設置している場合   

・換気扇等 （24時間連続運転，   

②やむを得ず空気清浄装置を設置している場合   

・空気清浄装置（24時間連続運転，  

（2）喫煙対策機器の処理風量   

（D排気装置を設置している場合   

・換気扇等  （  m3／mjn X   

②やむを得ず空気清浄装置を設置している場合   

・空気清浄装置 （  mソmin X  

（3）温度（  Oc）、湿度（  ％）  

まで運転， なし）  

まで運転， なし）  

（4）前回の保守管理の実施日（平成  年  月  日）  

8．分煙効果の評価項目  

1回目   2回目   3回目   

測定場所   測 定 項 目  

喫煙室等と   ・平均浮遊粉じん濃度   mg／mユ   mg／m3   mg／m3   

非喫煙場所との  ・CO濃度   Ppm   Ppm   Ppm   

境界   ・非喫煙場所から喫煙室等へ  上：   m／s  上： m／s  上： m／s  

向かう気流の風速  中： m／s  

下： m／s  

・視覚・唄覚によるたばこの  

煙の漏れ  有・無   

喫煙室等  ・平均浮遊粉じん濃度   mg／m）   mg／mj   mg／m〕  

・CO濃度   ppm   ppm   ppm   

非喫煙場所   ・平均浮遊粉じん濃度   mg／m3   叫＋＝∴   mg／mj  

・CO濃度   ppm   Ppm   ppm   

（参考）  
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1 空気環境の基準  

基 準 値   

浮遊粉じん   
0・15mg／m3以下   

C O   10ppm以下   

気 流   ①風速：0．2m／s以上  

②風向き：非喫煙場所から喫煙室等に向かう方向   

2 測定結果に基づく対策について   

1の空気環境の基準を確保できない場合については下記の点をチェックすることに   

より改善を図ることが必要である。  

（1）喫煙室を設置している場合   

互）≠無気扇等排気装置の排気量が不足していないか  

（享）（扉を閉じている場合）扉に空気の取り入れ口（ガラリ）がついているか   

④（扉を開放している場合）のれん等により出入口を小きくする工夫がなさ  

れているか   

④ 喫煙許容人数が守られているか   

⑤ 喫煙範囲外で喫煙していないか   

＠ 喫煙対策機器のメンテナンスを実施しているか  

（2）喫煙コーナーを設置している場合   

① 換気扇等排気装置の排気量が不足していないか   

② 天井から吊り下げた板等による壁、ついたて等があるか   

③ 喫煙許容人数が守られているか   

④ 喫煙範囲外で喫煙していないか   

⑤ 喫煙対策機器のメンテナンスを実施しているか  
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（記入例）職場における分煙効果判定のための記録用紙   

1．測定実施者  庶務課 霞が関太郎   

2．測定の目的（○印）   

（1）喫煙対策前の測定   

（2）喫煙対策実施後に効果を把握するための測定  

○（3）喫煙対策の効果を維持管理するための測定   

3．測定の実施日等  

実施日   喫煙状況   測定点の高さ   

平成15年5月9日   粉じん  120 cm  

・昼休みに喫煙が集中し  

ている。  CO  120 cm   

・1日の全喫煙本数は、  

測定場所  約35本である。  上  150 cm   

風  

霞ヶ関会館5F  中  100 cm  

喫煙室  速  

下   50 cm   

4．喫煙場所の概略図（主要な設備、測定機器の配置）  

※図中に、測定点、各測定点に関する特記事項、窓の開閉状況を記し、排気装置による空   

気の流れを矢印で示すこと。空気清浄装置を使用している場合は、当該装置の排気の方   

向を矢印で示すこと。  
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5．喫煙許容人数（定員） （ 10人）   

測定時の喫煙人数 （最高  9人） 測定時間中の喫煙本数 （ 24本）   

6．喫煙室等の広さ（床面積：21．6 nう  天井までの高さ：2．7m）  

7．喫煙対策機器等の稼働状況  

（1）喫煙対策機器の稼働状況   

①排気装置を設置している場合  

（〕勇気扇等 （24時間連続運転，  9：00 ～】7：00  ま   なし）  

②やむを得ず空気清浄装置を設置している場合   

・空気清浄装置（ 24時間連続運転，  

（2）喫煙対策機器の処理風量   

①排気装置を設置している場合  

（三勝気扇等  （】5   ‖－ソn－in X   4   

②やむを得ず空気清浄装置を設置している場合   

・空気清浄装置（  ‖lソ血n X  

まで運転， なし）  

．エヽ  
⊂1  

（3）温度（ 28 0c）、湿度（ 55  ％）  

（4）前回の保守管理の実施日（平成15年 3月14日）  

8．分煙効果の評価項目  

1回目  2回目  3回目  

測定場所   測 定 項 目  9：00  13：00  16：00  

／‾）10：00    ～14：00    へノ】7：00   

喫煙室等と   ・平均浮遊粉じん濾度   0・01mg／ml  0・01mg／ml  0・01mg／m3   

非喫煙場所との  ・CO濃度   1ppm   1ppm   1ppm   
境界   ・非喫煙場所から喫煙室等へ  上：0．21Ⅵ／s  上：0．21¶／s  上：0．2m／s  

向かう気流の風速  中：0．1m／s  

下：仙  下：滞留  

・視覚・嘆覚によるたばこの  

煙の漏れ  有・㊦   

喫煙室等  ・平均浮遊粉じん膿度   0．14mg／mユ  0．15mg／m3  0．14mg／mj  

・CO濃度   1ppm   2ppnl   1pplll   

非喫煙場所   ・平均浮遊粉じん膿度   0．Olmg／ml  0．01mg／mj  0．01mg／111〕  

・CO濃度   1ppm   1ppm未満  】ppm   

Pll了－   
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